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新型コロナウイルス感染症への対応について

令和２年２月２８日

保健体育課

学校支援課

学校教育課

令和２年２月２８日付、文部科学省事務次官からの「新型コロナウイルス感染症

対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業

について（通知）」を受け、所管の県立高等学校３３校、県立中学校１校、県立特

別支援学校１０校（県立盲ろう学校幼稚部を除く）を令和２年３月２日(月)から春

季休業の開始日までの間、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条に

基づく臨時休業とする。

併せて、総合寄宿舎２寮については、県立高等学校が臨時休業の期間中、自宅に

帰す。












